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催
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こちら

健康政策課　☎64-9023
近年、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）への
感染により、子宮頸がんにかかる若い女性が増え
ています。希望する人は、早めに予防接種を受け
ましょう。特に、キャッチアップ接種（HPVワ
クチン接種を逃した人のための接種）対象者は、
今年度が公費で接種できる最終年度です。
対�象者／平成９～19年度生まれで、過去にＨＰＶ
ワクチンを合計３回接種していない女性
接種期限／令和６年度末（令和７年３月31日）
接種費用／公費（無料）
注意事項／
・接種は合計３回で、完了するまでに約６か月か
かるため、９月までに接種を開始しましょう。
・予診票がない人は、再発行が可能です。健康政
策課に母子健康手帳を持参してください。
・市外及び県外の医療機関での接種を希望する場
合は、事前に手続が必要です。
※定期接種標準対象である中学１年
生～高校１年生相当の女子は、既
に送付している予診票を使って、
16歳となる日の属する年度の3月
31日まで公費（無料）で接種する
ことができます。

子宮頸がん予防のために
予防接種が有効です ルールを守った屋外広告物を

建築土地対策課　☎55-2796
９月1～10日は「屋外広告物適正化旬間」です。
この期間中は、全国各地で違反広告物の是正指導
を行うパトロールなど、官民が連携した意識啓発
のための取組を実施します。
簡易な違反広告物を撤去します
市では、屋外広告物適正化旬間の取組として、
市条例に違反しているガードレールや街路灯な
ど、公共物に掲出されている貼り紙、立て看板等
の広告物を撤去します。自宅のフェンスなどに無
断で広告物が設置されて困っている場合は、建築
土地対策課へご相談ください。
屋外広告物は設置前に許可申請が必要です
屋外広告物を市の許可なく設置した場合、一部
を除き、市の条例違反となります。広告物の内容
や設置する地域により許可基準は異なります。
詳しくは、市ウェブサイトで許可基準・規制図
をご確認の上、建築土
地対策課へお問い合わ
せください。

詳しくは
こちら　▶︎

お知らせお知らせ

貼り紙など違反広告物の一例
▲�詳しくは
こちら

申込みは
こちら


